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　ゴミの分別収集が始まってからすでに10年以上経ちます。
　「分別のてびき」を見なくても排出方法は完璧という方も多いのでは？
　しかし、ゴミステーションに出されたごみを見ると、いまだに排出方法が間違っているごみが！？
　よくある間違い事例をご覧いただき、いま一度、ご自宅のごみの出し方が正しいかご確認ください。

�お問い合わせ　町民課環境衛生係　� 68-7003（課直通）
注）排出方法が守られていないものは、収集
されませんのでご注意ください。
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�「カップ容器、納豆の容器などで　　の表示があるもの」

・汚れは水で洗い流して。
・汚れが取れないものは一般ごみ。

汚れたものが混入している。

・硬いプラスチック製品は破砕ごみへ。
・柔らかいプラスチック製品は一般ごみへ。
※その他プラは　　表示があるものです。

プラスチック製のキッチン用品(ボウル、
ザルなど)やおもちゃなどが混入している。

・魚箱は粗大ごみで出す。
・役場へ予約後、ごみ処理券シールを購入して
　魚箱に貼付して出す。※まとめて5個で100円

魚箱(発泡スチロール製)を砕いて出して
いる。

����「ダンボール、新聞紙、雑誌、紙パック」

・古紙類に該当しないものは一般ごみ。紙くずが混じっている。

・包装用ビニールは取り除いてその他プラスチ
　ック類で出す。

ビニール包装されたままの雑誌が出され
ている。
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・軽く水ですすいで出す。
内容物が残っており、汚れていたり、臭
いがしている。
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・水切りネットから取り出して生ごみ袋へ。
・水切りネットは一般ごみ。

水切りネットに入れたまま生ごみ袋に入
れて出している。
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・町では収集しません。
　製造メーカーへ引き取り依頼をする。

パソコンが破砕ごみで出されている。

・指定されているものは粗大ごみで出す。
・役場へ予約し、ごみ処理券シールを購入して
　粗大ごみに貼付して出す。

粗大ごみ指定のごみを破砕ごみの袋に入
れて出している。
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